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介護支援専門員有資格者のみなさま 

 

宮城県ケアマネジャー協会大崎支部 

支部長 吉村 英晃 

（公印省略） 

 

 

 

 

「大崎・事例を使った勉強会」について（ご案内） 

  

 前略 いつも大変お疲れさまでございます。また、当協会大崎支部の運営に

ご理解とご協力をいただきましてありがとうございます。 

昨年度に引き続き、今年度も大崎支部では、「事例を使った勉強会」を開催し

ます。この勉強会が、介護支援専門員が適切な支援を行うために必要な一連の

ケアマネジメントの振り返りや自己研鑽の場になると同時に、各事業所内や特

定居宅等同士で行っている事例検討会を運営するための勉強会になることを目

的としています。是非たくさんの方のご参加をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

研修並びに大崎支部への問合せ 

宮城県ケアマネジャー協会大崎支部事務局 

アシストわくや 佐々木美由紀 

電話 0229-25-4460  Ｆａｘ 0229-25-4461 

 



 

 

大崎･事例を使った勉強会  

１ 参加対象者   

① 主任介護支援専門員 

② 介護支援専門員 

③ 地域包括支援センター職員 

④ 事例に関わる関係者 

⑤ その他 この勉強会で学びたい意欲のある方 

 

２ 人数  

  概ね 50 名程度  

＊ 申込状況によっては参加者人数調整をさせていただきます。参加できない方には

事務局から事情説明を兼ねてご連絡いたします。 

＊ 人数調整を行う際には①宮城県ケアマネジャー協会会員②主任介護支援専門員

③大崎支部管内在住もしくは勤務のケアマネジャーの順で参加者を決定します。 

 

３ 参加費（１回ごと） 会場受付で徴収します。 

  宮城県ケアマネジャー協会会員   無料  

             非会員  ５００円 

４ 時間 概ね 1 時間半を予定しています。 

     下記の予定表を確認下さい。 

     受付は 30 分前からとなります。 

５ 内容  

単なる事例検討をするのではなく、問題解決、資質向上等の目的を持って運営すること

を学びます。 

 

６ 会場・日程（H30 度予定） 

開 催 日 場 所 時 間 

 7 月 17 日（火） 古川 大崎合庁 ５階 会議室 18:30～20:00 

 9 月 18 日（火） 古川 大崎合庁 ５階 会議室 18:30～20:00 

11 月 20 日（火） 古川 大崎合庁 ５階 会議室 18:30～20:00 

 1 月 15 日（火） 古川 大崎合庁 ５階 会議室 14:00～15:30 

 3 月 19 日（火） 古川 大崎合庁 ５階 会議室 14:00～15:30 

   日時・会場が変更になる場合があります。随時ホームページを確認願います。 

 

 

（値下げしました！） 



 

 

ＦＡＸ 

０２２９－３８－１２７９ 

事例を使った勉強会 

受付担当 阿部  行   

(ｽｷｯﾌﾟｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ) 
 

｢大崎･事例を使った勉強会｣へ申し込みます。 

氏
フリ

 名
ガナ

 

 

勤務先 
 

連絡先 

電話 

ＦＡＸ 

会 員 
宮城県ケアマネジャー協会   

会 員( 会員番号         )・  非会員 

資 格 

＊所持資格(保健医療福祉系)に○を付けてください。 

・主任介護支援専門員・介護支援専門員・医師・保健師・看護師 

・社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・PT・OT・ST・薬剤師 

・その他（                    ）・無資格 

受講希望日 

＊希望する日にちに○を付けてください。 

一度の申し込みで複数申し込み可能です。 

・ 7月 17日（火）18:30～ ・  9月 18日（火）18:30～  

・11月 20日（火）18:30～ ・  1月 15日（火）14:00～ 

・ 3月 19日（火）14:00～ 

＊ 申込用紙は、1 枚 1 名で記載してください。 

＊ 申込締切は 各回開催１週間前とします。 

＊ 受講決定に関する案内はしません。会場に直接お越しください。 

＊ 宮城県ケアマネジャー協会から出されている、緑ファイル(または赤)[アセスメ

ント･ケアプラン]持参願います。お持ちでない方はホームページから「課題検

討の手引き」を印刷してください。事務局経由で実費も購入可能です。 

＊ 事例検討に用いる「事例」も募集中です。悩んでいる事例、振り返りたい

事例等ありましたら地区世話役もしくは事務局にご連絡ください。 

＊ 年度途中に県協会会員になられた方は、加入された日以降の受講参加費が

会員価格へなります。会員証の提示を求める場合があります。 

以上。 


